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京都市高齢者筋力トレーニング普及推進事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（以下「法」という。）に基づく地域支援事業の一環として

実施する、「京（今日）から始めるいきいき筋力トレーニング」等の高齢者筋力トレーニング

普及推進事業（以下「筋トレ事業」という。）について、必要な事項を定めるものである。 

（目的） 

第２条 筋トレ事業は、高齢者の体力の維持・増進と運動習慣の獲得をつうじて、要支援・要

介護状態への移行を予防するとともに、高齢者一人ひとりが活動的で生きがいのある生活

や人生を送ることができるよう支援を行うことで、フレイル対策及びロコモティブシンドロ

ーム予防の一層の推進と健康寿命の延伸に資することを目的とする。 

（事業の種類） 

第３条 筋トレ事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 通所型筋力トレーニング教室（以下「通所型教室」という。） 

⑵ 出張型筋力トレーニング教室（以下「出張型教室」という。） 

⑶ 上記に掲げるもののほか、必要と認められるもの 

２ 筋トレ事業の実施内容は、別表１に掲げるところによる。 

（対象者） 

第４条 筋トレ事業の対象者は、法第９条第１号に規定する第１号被保険者とする。 

（実施方法） 

第５条 筋トレ事業の実施責任者は、健康長寿企画課長とする。 

２ 前項の規定に関わらず、市長は、第３条第１項各号に掲げる事業を、適切な事業運営が

確保できると認められる法人等（以下「委託事業者」という。）に委託して実施できるもの

とする。この場合においては、委託業務における実施責任者は、委託事業者とする。 

３ 前項の場合において、通所型教室及び出張型教室の委託事業者は、別表２に掲げる担当

エリアの区分ごとに通所型教室の実施場所を確保できるとともに、当該区域において出張

型教室を実施できる者の中から、決定するものとする。 

（事業の利用申込） 

第６条 筋トレ事業を利用しようとする者は、実施責任者に利用を申し込むものとする。 

２ 前項の場合において、出張型教室を利用しようとする者は、あらかじめ京都市内におい

て運動スペースを確保するものとする。 

（利用料等の請求） 

第７条 実施責任者は、筋トレ事業の利用者に対し、利用料その他実費に相当する額を請求

することができる。ただし、委託事業者が実施責任者である場合は、本市と協議のうえ、

請求額を決定するものとする。 

（実施報告） 

第８条 第５条第２項の規定により委託を受けた委託事業者は、次の各号のとおり報告を行
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うものとする。 

 ⑴ 利用者に対する筋トレ事業の実施状況の報告 

   別に定める様式により、四半期毎に行う。 

 ⑵ 通所型教室に係る事業効果の測定及び分析結果の報告 

   委託期間の事業終了後に速やかに取りまとめを行い、本市に提出する。 

（補則) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、筋トレ事業の実施に必要な事項は、所管部長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

種類 実 施 内 容 

通所型教室 

⑴ 内容 

講義及び自重式筋力トレーニングの体験実技（原則として本

市の指定する運動プログラムを提供） 

⑵ 回数 

週１回全４回シリーズのコース制を基本とする。 

⑶ 定員 

１コース当たり２０名まで 

⑷ 場所 

委託事業者において確保する運動スペース 

ただし、本市が場所を指定する場合がある。 

⑸ 担当 

健康運動指導士等 

出張型教室 

⑴ 内容 

講義及び自重式筋力トレーニングの体験実技（原則として本

市の指定する運動プログラムを提供） 

⑵ 回数 

１回のみの開催を基本とする。 

⑶ 定員 

１回当たり最低５名以上 

⑷ 場所 

利用者において確保する地域の運動スペース 

⑸ 担当 

健康運動指導士等 

上記に掲げるもの

のほか、必要と求め

られるもの 

別に定める。 

別表２（第５条関係） 

担当エリア 区域 

北 部 北区及び左京区管内 

南 部 下京区、南区及び伏見区（本所・深草支所管内に限る）管内 

中 部 上京区、中京区及び東山区管内 

東 部 山科区及び伏見区（醍醐支所管内に限る）管内 

西 部 右京区及び西京区管内 

 


